
資料2-1

「素案」の「原案」への修正について

1

・第1回協議会、ワーキングでの意見を反映し、本文に加筆・修

正を行った。

・「減災」を「減災（ソフト）」に修正。

・取組の行程表を参考資料として追記。

・洪水等のイベントの発生年次は、西暦と和暦の併記とした。

表現方法 → 「2014（平成26）年」

・「1.2 洪水被害の発生状況」を全面的に改訂。

・本文中の数値等の時点修正を行った。

・その他、語句、字句の修正を行った。

・モデル地区、先導的取組を10章に記載。



１.計画地域（但馬地域）の概要
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【流域面積】
約2,000km2

【計画区域内の水系】
13水系
円山川、竹野川、須井川、安木川、
佐津川、上計川、香住谷川、
矢田川、長谷川、西川、岸田川、
大栃川、結川

【計画区域内の市町】
３市２町
豊岡市、養父市、朝来市、香美町、
新温泉町

原案P1-1

１.計画地域（但馬地域）の概要
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但馬地域の現状を分かりやすくするため、土地利用状況を追加 原案P1-2

但馬地域の現状の土地利用状況



118.1 回 118.2 回

157.6 回

  0

 50

100

150

200

250

300

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

年
間
発
生
回
数
（
回
）

西 暦

10mm/hr
以上

10mm/hr
以上（10年平均）

5.7 回
3.5 回

7.5 回

  0

  5

 10

 15

 20

 25

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

年
間
発
生
回
数
（
回
）

西 暦

30mm/hr
以上

30mm/hr
以上（10年平均）

１.計画地域（但馬地域）の概要
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全国の傾向であった
降雨状況を、但馬地
域のデータを収集整
理して変更

和田山、豊岡、香住、八鹿、大屋、兎和野高原、温泉の７観測所

但馬地域において

も10mm/hr以上の

「やや強い雨」や

30mm/hr以上の

「激しい雨」の生起

回数は増加傾向。

原案P1-4

１.計画地域（但馬地域）の概要
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降雨の強さを感覚的に示す表を追加

雨の強さと降り方

原案P1-3

10以上
～20未満

やや
強い雨

ザーザーと
降る

地面からの跳ね返
りで足元がぬれる

雨の音で話し
声が良く聞き
取れない

この程度の雨でも長く
続く時は注意が必要

20以上
～30未満

強い雨 どしゃ降り
側溝や下水、小さな川
があふれ、小規模の崖
崩れが始まる

30以上
～50未満

激しい雨

バケツを
ひっくり返
したように
降る

道路が川の
ようになる

山崩れ･崖崩れが起き
やすくなり危険地帯で
は避難の準備が必要
都市では下水管から雨
水があふれる

1時間雨量
 (mm)

予報
用語

出典：気象庁ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ「雨の強さと降り方」（平成12年8月作成）、（平成14年1月一部改正）より作成

屋外の
様子

災害の発生状況

地面一面に
水たまりが
できる

傘をさしていても
ぬれる

寝ている人の
半数くらいが
雨に気がつく

人の受ける
イメージ

人への影響
屋内

(木造住宅）



２.総合治水の基本的な目標に関する事項
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計画期間
平成26年度から概ね10年間

基本目標
① 河川の流下能力の向上

② 水田やため池をはじめとした既存施設を活用した、流出抑制機能の向上

③河川下水道対策と流域対策を講じても浸水被害が発生する場合も想定さ
れるため、人命を守ることを第一に考え、浸水に対する避難対策や建物
の耐水化等、被害を軽減する対策の充実

原案P2-1

３.総合治水の推進に関する基本的な方針
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３．１全般
① 県及び市町は河川や下水道の整備・維持を実施。国が行う河川整備とも
互いに連携し、県民を啓発しながら、県民と協力して実効性のある流域
対策、減災(ソフト)対策を推進。

② 県・市町・県民はモデル地区での取組の実績等を踏まえ、他の地区にお
いても総合治水に係る様々な施策を実施。

③ 上流、中流、下流のそれぞれの地域が、それぞれの役割を意識し、流域
全体で取組を進める。例えば、上流は下流への負担を軽減するため流域
貯留に取り組み、下流は上流の保水力維持のための森林保全などに協力
する。

３．２河川対策
また、県は、河川整備基本方針や河川整備計画を策定していない河川

についても、河川環境に配慮しながら河積の拡大を図る等、適切な維持
管理を行うとともに、現況の治水安全度や被災時の社会影響等を考慮し
ながら、順次河川整備基本方針を策定し、必要に応じて抜本的な河川改
修を行うために河川整備計画を策定する。

原案P3-1



河川の整備及び維持

４.河川下水道対策に関する事項
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原案P4-4

国管理区間における河川整備等を実施する区間（円山川 国管理区間）

無堤対策

堤防質的強化

堤防
質的強化

堤防
質的強化

無堤対策

無堤対策

内水対策 堤防
質的強化

遊水地

無堤対策

４.河川下水道対策に関する事項
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稲葉川
河床掘削

築堤・護岸

橋梁架替

円山川
護岸等

円山川
築堤・護岸等

八木川
築堤・掘削

・護岸等

円山川
築堤・護岸等

円山川
掘削・護岸・

橋梁架替・

井堰改築等

県管理区間における河川整備等を実施する区間（円山川 県管理区間）

原案P4-5削 除



４.河川下水道対策に関する事項

10県理区間における河川整備等を実施する区間（香住谷川・岸田川・矢田川水系）

香住谷川
河床掘削・

護岸改修・
橋梁架替 等

矢田川
河道拡幅・築堤・

護岸・掘削・

背水対策・

橋梁改修・

堰改築 等

岸田川
築堤、掘削等

岸田川
堤防の腹付け、

嵩上げ、河床掘削等

味原川（岸田川水系）
河床掘削、河道拡幅、築堤、

床止工設置、橋梁架替、

水門設置等

日本海 原案P4-6

①市町は、各市町の下水道計画に基づき、下水道の整備を推進するとともに、

管きょやポンプ施設について、適切に維持管理を実施。

② 内水被害が頻発する地域では、雨水排水施設等の整備に要する期間及び効果

を勘案し、貯留管や貯水槽など雨水貯留施設等を効果的に組み合わせた施策を

検討するなどの取組を推進。

４.河川下水道対策に関する事項
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下水道の整備及び維持

計画区域における市町の公共・特環下水道事業（雨水計画）の概要

原案P4-10



５.流域対策に関する事項
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原案P5-1～P5-25

調整池（原案P5-3）
・計画地域において、調整池は82箇所（恒久施設のみ）。

学校・公園、その他大規模施設（原案P5-5）
・計画区域内における学校106箇所、公園（河川敷公園除く）34箇所、官公庁等

45箇所 等 → 豊岡市の校園庭の芝生化実施校・園の一覧表 を追加

ため池（原案P5-9）
・計画区域内におけるため池の数：242箇所。

水田（原案P5-11）
・計画区域内における水田の広さ：9,440 ha。

→ 但馬地域の田んぼダム実施地域の

一覧表を追加

各戸貯留（原案P5-14） → 豊岡市・養父市・香美町の助成制度記載

ダム（原案P5-15）
・計画区域内におけるダム（堤高15ｍ以上）：7基。→ 活用のイメージ図を追加

５.流域対策に関する事項
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水田貯留における堰板設置イメージ



５.流域対策に関する事項
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原案P5-16
・与布土ダムで事前放流を検討

事前放流のイメージ

５.流域対策に関する事項
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ポンプ施設との調整

・計画区域内における内水排除のためのポンプ施設数：13箇所

豊岡市：10箇所

養父市：2箇所

朝来市：1箇所

ポンプ運転調整の必要性

原案P5-17



５.流域対策に関する事項
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遊水機能の維持

矢田川の越流堤

竹野川の霞堤

越流堤の区間が低くなっている

原案P5-19

矢田川流域では、堤防の一部を低い越流堤構造として、農地の遊水機能を有効
に使い、住宅は山側の一段高いところに配置するという土地利用を行っている箇
所が存在。

竹野川流域では、下流向きに堤防を一

部締め切らず、洪水時に遊水機能を持た

せる霞堤が、現在もなおその機能を発揮

する状態で複数個所に存在。

５.流域対策に関する事項
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森林の整備及び保全 原案P5-21



５.流域対策に関する事項

18

［参考］山地防災・土砂災害対策

県

治山ダム・砂防えん堤の重点整備と災害に強い森

づくりの推進を柱とした「第2次 山地防災・土砂災

害対策5箇年計画」を強力に推進

第2次山地防災・土砂災害対策緊急5箇年計画の整備目標（県内全体）

原案P5-23

６.減災（ソフト）対策に関する事項
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原案P6-1



７.環境の保全と創造への配慮
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原案P7-1

8.1 地域住民相互の連携

・県民は相互に連携・協働して、総合治水に資する自主的な活動を行う。

8.2 関係機関相互の連携

・総合治水を推進していくためには、多くの関係機関の協力が重要であり、協議会の場を

活用して、連携を図る。

8.3 財源の確保

・県及び市町は自ら所有する施設について、率先して貯留施設等の整備に取り組むとと

もに、補助金等、有利な財源の確保に努める。

・財政的支援等について、ニーズや整備効果を踏まえ、検討を進める。

8.4 計画の見直しについて

・協議会において計画の進捗状況を把握し、推進計画を適宜見直す。

８.総合治水を推進するにあたって必要な事項

21

原案P8-1



９. 指定施設の選定
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9.1 流域対策の指定施設
流域対策施設の指定 → 雨水貯留の取組の実効性を担保するため、流域対策に特に

必要と認める施設（調整池、雨水貯留浸透施設、貯水施設、

ポンプ施設）を知事が指定するもの

本計画における対応 → 先導的に県・市町が実施する流域対策施設などについて、指

定施設の検討を積極的に実施。

既に機能が付加されている施設が存在する場合には、その

機能の維持保全を図るため、所有者・管理者等との協議を踏

まえて、指定施設として選定することが可能か検討。

9.2 耐水施設の指定施設
耐水施設の指定 → 耐水機能を備えることが減災対策に特に必要と認める建物など

を知事が指定するものである。指定には施設所有者の同意が必

要であり、指定が行われると耐水機能を備えるとともに、その機

能の維持が義務づけられる。

本計画における対応 →重要な建物の中から、減災対策に特に必要と考える建物等を、

所有者・管理者等との協議を踏まえて、指定施設として選定す

ることが可能か検討。

原案P9-1


